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【国保税の延滞金にかかる条例の整備】 

 現在は延滞金の減免については執行停止の処理の中で

行っており、実務上大きな支障は生じていないとのことで

あったが、早急に条例の整備をすることが必要である。 

 

 

 

 

ご指摘いただいた当初に国民健康保険税業務を担当してい

た旧保険料課においては、国民健康保険税は市税として「佐世

保市税条例」及び「佐世保市税条例施行規則」に必要事項を規

定する方向性をもちつつも、令和４年８月１日の組織再編を見

据えて、新課での徴収方法等の運用整備の中で条例等の改正の

必要性を検討していくこととしておりました。 

組織再編後、医療保険課及び収納推進課等において本件指摘

事項について改めて必要な法整備の検討を行った結果、国民健

康保険税の課税に関する規定については、「佐世保市税条例」

及び「佐世保市税条例施行規則」ではなく、「佐世保市国民健

康保険条例」及び「佐世保市国民健康保険条例施行規則」にお

いて定められていることから、「佐世保市税条例施行規則」に

規定がある「延滞金の減免」については、「佐世保市国民健康

保険条例施行規則」の中に規定することがより適切と判断し、

必要事項を整理して、同規則に延滞金の減免に関する規定を追

加する一部改正を行いました。 
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